
船舶事故等調査報告書 

平成２１年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１１号 

事故等名 漁船良太丸モーターボートせとうち丸衝突 

発生年月日時刻 平成２０年１１月１９日（水）１８時３０分ごろ 

発生場所 広島県因島土生港島前灯台から真方位１５５°７２０ｍ付近 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月２６日 広島・地方事故調査官がＡ船長及びＢ船長から事故

概要等に係る質問に対する回答書を入手 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

漁船登録番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 良太丸 ４.８トン 

ＨＳ３－５０５８９ 

個人所有 

船種・船名・総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

Ｂ モーターボート せとうち丸 ２.９トン 

２７３－１２３８５愛媛 

有限会社瀬戸内管工 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長 二級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ １週間の打撲 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 右舷船尾ブルワーク防舷材一部落脱 

Ｂ 船首外板に擦過傷 

事故等の経過 Ａ船は、船長１人が乗り組み、広島県宇和部港を発し、当木方面に向け約６ノット（kn）

で航行中、Ｂ船は、船長ほか３人が乗り組み、同乗者３人を乗せ、同県幸崎町のマリ

ーナを発し、弓削佐島に向け約１６kn で航行中、平成２０年１１月１９日１８時３０分ご

ろ、因島と鶴島の間の水道において、Ａ船の右舷船尾とＢ船の船首とが衝突し、Ａ船

長が打撲を負い、Ａ船の右舷船尾ブルワーク防舷材の一部が脱落し、Ｂ船の船首外

板に擦過傷を生じた。 

当時の天候は晴れで、風力３の西風が吹き、視界は良好であった。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、後方１,０００ｍにＢ船を認めた後、Ｂ船に対する適切

な見張りを行わなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、前方の適切な見張りを行わず、Ａ船に気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船及びＢ船が因島と鶴島の間の水道を航行中、Ａ船が、Ｂ船に対する適

切な見張りを行わず、また、Ｂ船が、Ａ船に気付かないまま航行したため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

その他の事項 なし 

 




